
事 務 連 絡

平成２４年５月２４日

各障害者支援施設 施設長 様

三重県健康福祉部障がい福祉課長

施設入所支援にかかる報酬の算定について

平素は、県の障がい福祉行政の推進にご協力いただき、厚く御礼申し上げま

す。

さて、平成２４年４月の報酬改定により算定要件が変更となった「重度障害

者支援加算Ⅱ」について下記の点にご注意いただき、万一、誤った請求を行っ

ている場合には、自主的に返還等の手続きを行っていただきますようお願いい

たします。

記

「重度障害者支援加算Ⅱ」において、算定を開始した日から起算して９０日

以内の期間についてさらに算定できる加算（７００単位）については、重度の

行動障がいを有する者が、入所の初期段階において、環境の変化等に適応する

ため特に手厚い支援を要することを評価した加算であることから、以前から入

所している者が４月の算定要件の変更により「重度障害者支援加算Ⅱ」の対象

となった場合には、７００単位の算定対象となりません。

ただし、１～３月中に新たに入所した者が、４月の算定要件の変更により「重

度障害者支援加算Ⅱ」の対象となった場合は、入所から９０日以内の期間であ

れば、４月から算定対象となります。
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